
 矢倉学区 未来のまち協議会規約 

（名称） 

第１条 この会の名称は、矢倉学区未来のまち協議会（以下「協議会」という。）と称す 

る。 

（目的） 

第２条 矢倉学区において、美しい心と活力のあるまち・矢倉のまちづくりを推進するた 

め、地域住民が主体となって市と連携し「矢倉学区まちづくり計画」の策定とその推進 

を図るとともに、各種団体が共通して実施する事業や学区全体で取り組む事業の在り方 

の検討・実施および調整を行う。 

（事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事業に取り組む。なお、区域内に居住する者は、総会・運 

営委員会及び役員会で決定された事項を遵守し、事業推進に協力するものとする。 

（１） 地域の現状と課題の把握 

（２） 地域課題の解決に向けた事業実施の協議・検討の場の設定 

（３） 学区全体で実施するイベント等の企画・実施及び調整 

（４） 行政が策定する構想、計画等に対する提言および要望 

（５） 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業 

（区域） 

第４条 協議会の区域は、草津市立矢倉小学校の校区内とする。 

（主たる事務所） 

第５条 協議会は、主たる事務所を草津市東矢倉二丁目１３－６矢倉まちづくりセンター

に置く。 

（会員） 

第６条 協議会の会員は、次に掲げる者とする。 

（１）矢倉学区内の居住者 

（２）矢倉学区内の事業者、団体等 

（３）矢倉学区内の教育機関、行政機関等 

（４）協議会の目的に賛同し協力する矢倉学区内で活動する個人 

（５）その他協議会が必要と認めた者 

（構成） 

第７条 協議会は、次に掲げる委員（以下「委員」という。）をもって構成する。 

（１）矢倉学区内の町内会および行政連絡区域（以下「町会長等」という。）を代表す

る者。 

（２）町会長等が推薦する者。 

（３）矢倉学区内の各種団体で別表第１に掲げる団体を代表する者。 



（４）矢倉学区内の居住者で別表第２に掲げる公的・公共的機関が委嘱・任命する個人

で組織する団体等を代表する者。 

（５）前４号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めた矢倉学区内で活動する個人ま

たは団体および事業者。 

２ 前項各号に定める委員が協議会監事及び顧問に就任した場合は、協議会会長と協議の 

うえ当該者以外から１名を推薦するものとする。 

３ 第１項各号に定める委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第８条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長        １名 

（２）副会長        若干名  

（３）町会長委員会委員長  １名 

（４）町会長委員会副委員長 １名 

（５）推進会議委員長    １名 

（６）推進会議副委員長   １名 

（７）会 計        ２名以内 

（８）事務局長       １名 

（９）監 事        ２名 

（役員の職務） 

第９条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あら

かじめ会長が指定した順位により会長の職務を代理する。 

３ 町会長委員会委員長は、委員会の運営にあたる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたとき

は、委員長の職務を代理する。 

５ 推進会議委員長は、各推進部会の連絡・調整を行う。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたとき

は、委員長の職務を代理する。 

７ 事務局長は、協議会の事務を総括する。 

８ 会計は、協議会の予算に基づき会計処理を行う。 

９ 監事は、次の職務を行う。 

（１） 協議会の会計状況を監査すること。 

（２） 役員の業務執行の状況を監査すること。 

（３） 会計等の業務執行について、これを総会に報告すること。 

（４） 監査に伴い必要があるときは、総会の招集を請求し、または招集すること。 



（役員の選出） 

第１０条  会長および副会長は運営委員会において、規約第７条第１項各号に掲げる委

員の中から候補者を選定し、総会の議決を得て選出する。 

２ 町会長委員会委員長は、委員会において選出するものとし、副委員長は委員長が指名

するものとする。 

３ 推進会議委員長は、委員会で選出するものとし、副委員長は委員長が指名するものと

する。 

４ 会計は委員の互選により定め、監事は委員以外から総会でそれぞれ選出する。 

５ 事務局長は、会長が任命する。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな 

らない。 

（会議） 

第１２条 協議会に次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）運営委員会 

（３）役員会 

（４）推進部会 

（５）実行委員会 

（総会） 

第１３条 総会は、定期総会と臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年度決算終了後２カ月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全委員の３分の 1 以上の委員から会議の目的

たる事項を示して請求があったとき、または、監事から第９条第９項第４号の規定によ

る請求もしくは同号の規定による召集があったときに開催する。 

（総会の議決事項） 

第１４条 総会は、協議会の最高の意思決定機関であり、次に掲げる事項を審議し、議決

する。 

（１）事業計画、事業報告に関すること 

（２）予算、決算に関すること 

（３）役員の選任に関すること 

（４）規約の改正に関すること 

（５）その他重要な事項に関すること 

（総会の招集） 



第１５条 総会は、会長が招集する。ただし、第９条第９項第４号の規定によるときは、

監事が招集することができる。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時

および場所を示して、通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１６条 総会の議長は、総会に出席した委員の中から選出する。 

（総会の成立要件および議決） 

第１７条 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ず出席でき

ないため委任状を提出した委員については、出席者数に加えるものとする。 

２ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長がこれ

を決する。 

（総会の議事録等） 

第１８条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 会議の日時および場所 

（２） 委員の現在数および出席者数（委任状提出者を含む） 

（３） 議決事項 

（４） 議事の経過の概要および結果 

２ 議事録には、出席した委員の中から会議において選任された議事録署名人が議長とと

もに署名、押印しなければならない。 

（運営委員会） 

第１９条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。ただし、運営委員の過半

数から開催の請求があったときは、会長は速やかに会議を開催しなければならない。 

２ 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関として、次の事項を審議決定する。 

（１） 総会に付議する事項。 

（２） 地域まちづくり計画の策定と調整。 

（３） 総会で議決された事業計画・予算等の執行に関する事項。 

（４） 当協議会の運営に関する事項。 

３ 運営委員会の議長は、会長をもって充てる。 

４ 運営委員は、次の者をもって充てる。 

ア、第８条で定めた役員の内、監事を除く役員 

イ、各推進部会の部会長及び副部会長 

ウ、第７条第１項に規定する別表第１および別表第２の表の中の社会福祉協議会、体育

振興会、青少年育成学区民会議および民生委員・児童委員協議会の４団体の各代表 

５ 運営委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

６ 補充で選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 運営委員会は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席した委員の過半数を



もって決し、賛否同数のときは議長がこれを決する。 

８ 運営委員会の議事については、第１８条の規定を準用し、議事録を作成するものとす

る。 

（役員会） 

第２０条 役員会は、第８条で定めた役員の内、監事を除く役員をもって構成する。 

２ 役員会は、毎月１回開催し、次の事項を審議決定する。 

（１） 運営委員会に付議する事項 

（２） 本会の運営に関する事項 

（３） 緊急やむ得ぬ事項について意思決定を行う場合は、直近の総会又は運営委員会に報

告すること。 

（４）会長は、必要と認めたときは役員以外の者を出席させ、意見を求めることが出来る。 

（委員の職務） 

第２１条 委員は、協議結果について、矢倉学区内に居住する住民に理解を求めるよう努

めるものとする。 

２ 第７条第１項第１号から３号に定める委員は、その所属する団体の意見をまとめ、こ

れを協議会に反映させるよう努めるものとする。 

（部会） 

第２２条 会長は、総会に諮って専門的事項を調査研究及び事業実施するための部会を置

くことができる。 

２ 部会の名称および調査研究及び事業項目は、会長が総会に諮って別に定める。 

３ 部会は、会長が指名する者および自ら申し出を行った者をもって構成する。 

４ 部会に部会長および副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

５ 部会長は、部会で調査研究及び事業実施した結果を総会に報告するものとする。 

（実行委員会） 

第２３条 協議会の事業を実施するため、運営委員会の承認を得て、実行委員会を設置す

ることが出来る。 

２ 実行委員会は、第７条第１項に掲げる委員および各事業に賛同する者で構成する。 

３ 実行委員会には、委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（交際費） 

第２４条 協議会の役員が当協議会を代表して、対外的な活動に要した費用がある時は、

別に定めるところにより、その費用を弁償する。 

（経費） 

第２５条 協議会の経費は、交付金、補助金、助成金、寄付金および会費等の収入をもっ

て充てる。 

２ 協議会の経費は、予算の範囲内において執行する。ただし、予算の変更および科目を

超えて執行するときは、運営委員会の承認を得るものとする。 



（会計年度） 

第２６条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（顧問） 

第２７条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会長が総会の同意を得て協議会の委員以外の者から委嘱することができる。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ、第２条の目的達成に寄与するものとする。 

（補足） 

第２８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って会長が定める。 

付 則 

１ この規約は、平成２４年 １月 ２２日から施行する。 

２ 平成２４年度の会計年度は、第２６条第２項の規定にかかわらず、協議会が成立した

日からとする。 

３ 平成２４年度矢倉学区未来のまちづくり協議会設立準備会の会計および事業は、協議

会が実施したものとみなす。 

付 則 

１ この規約は、平成２４年 ５月 ２０日から施行する。 

２  この規約は、平成２５年 ５月 １９日から施行する。 

３ この規約は、平成２６年 ５月 １１日から施行する。 

４ この規約は、平成２８年 ５月 １４日から施行する。 

５ この規約は、平成２９年 ５月 ２０日から施行する。 

 

 

 

 

別表第１ (第７条第３号関係) 

社会福祉協議会、体育振興会、体育文化振興会、小学校 PTA、老人クラブ連合会、青少

年育成学区民会議、人権フォーラム、子ども会指導者連絡協議会、草津・栗東交通安全協

会、中学校 PTA、幼稚園 PTA、保育園保護者会、赤十字奉仕団、更生保護女性会、身障

者更生会、ふるさと「矢倉」風景の記憶絵プロジェクト、まちづくりセンター 

 

 

別表第２（第７条第４号関係） 

民生委員・児童委員協議会、少年補導委員、健康推進員、防災指導員、スポーツ推進委

員 

 


